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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

建設機械施工協会（JCMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって，JIS A 8302:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 A 8302：2017 
 (ISO 2867：2011) 

土工機械－運転員及び整備員の乗降用・移動用設備 

Earth-moving machinery-Access systems 

 
序文 

この規格は，2011 年に第 7 版として発行された ISO 2867 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，JIS A 8308 に規定する土工機械上の運転台及び日常保全箇所に乗降，移動する場合の乗降

用・移動用設備の基準について規定する。この規格は，製造業者の指示に従って，駐車している機械上の

乗降用・移動用設備，例えば，室内への出入口などの開口部，作業床，防護柵，手すり，握り，階段，踏

み板・踏み桟，はしごに適用する。この規格の基準は，JIS A 8315 に規定する小柄運転員から大柄運転員

の寸法に基づく。この規格は，人の滑り，つまずき，墜落及び健康に悪い姿勢又は過度の肉体的負荷とい

う重要な危険源，危険状態及び危険事象に対処するものである。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 2867:2011，Earth-moving machinery－Access systems（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 8308 土工機械－基本機種－用語 

注記 対応国際規格：ISO 6165，Earth-moving machinery－Basic types－Identification and terms and 

definitions（MOD） 

JIS A 8315 土工機械－運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間 

注記 対応国際規格：ISO 3411，Earth-moving machinery－Physical dimensions of operators and 

minimum operator space envelope（IDT） 

JIS A 8323 土工機械－運転席及び整備領域－端部の丸み 

注記 対応国際規格：ISO 12508，Earth-moving machinery－Operator station and maintenance areas－

Bluntness of edges（IDT） 

JIS B 9713-1 機械類の安全性－機械類への常設接近手段－第 1 部：高低差のある 2 か所間の固定され

た昇降設備の選択 


